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１ 公募の趣旨 

東京都（以下「都」という。）では、現在、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）に基づき、多様な地域生活基盤の場の整備を推進しています。しかし、都市部で

は地価水準が高く、用地取得が困難であることなどにより、十分な整備が進んでおり

ません。 

このため、都では、区市町村と密接な連携のもと、都有地を社会福祉法人等の民間

事業者（以下「事業者」という。）に低廉な価格で貸し付けることにより、地域の福祉

インフラ整備を促進することにしました。 

今回の公募は、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（障害）（平

成１９年３月２３日付１８福保障計第１３４２号。以下「実施要綱」という。）（Ｐ．

２９参照）に基づき、障害福祉サービス事業所を整備し、質の高い福祉サービスを継

続的に提供する事業者を募集するものです。 

 

２ 公募施設及び規模等 

本事業は、都が土地を賃貸し、土地を借り受ける事業者が自ら障害福祉サービス事

業所を建築し、運営していただくものです。 

（１）整備する事業、定員及び施設の規模 

 障害者総合支援法に基づく共同生活介護 定員６人程度 

 なお、主たる対象者は知的障害者、施設の規模は２階建までとします。 

【注意】 

・上記事業が盛り込まれていない提案は、選定の対象としません。 

・上記事業以外を提案した場合は、選定の対象としません。 

・整備・運営する事業は、法令や条例、要綱等の改正により変更となる場合があり

ます。 

（２）開設時期 平成２７年１０月（予定） 

（３）留意事項 

障害福祉サービス事業所の整備に関して、事業者はそれぞれ関係する法令の規定

に基づく施設基準を満たすとともに、「７ 施設整備及び運営に関する基本的事項」

による条件を満たすことが必要です。 

 

３ 応募資格 

（１）事業実績 

今回の公募に応募できる事業者は、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービ

ス事業所等※を平成２５年４月１日現在１年間以上運営している事業者とします。 

（２）その他 

都が開催する事業者説明会（Ｐ．８参照）に参加していることが必要です。 

※  障害者総合支援法第 5 条に規定する障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療

養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援及び共同生活援助）又は児童福祉法第 6条に規定する障害児通所支援等（児童発達支援、医

療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援）若しくは第 42 条に規定する障害児入所施

設 
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４ 貸付予定地 

（１）所在地 

《地番》東京都東久留米市中央町二丁目１３０６番１ 

《住居表示》東京都東久留米市中央町二丁目３番 

※「現地案内図」（Ｐ．２８）を参照。 

（２）敷地面積 

都有地約１７３．９４㎡（現況：更地） 

※「地積測量図」（Ｐ．２９）を参照。 

（３）主な用途地域等 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率の最高限度 ６０％ 

容積率の最高限度 ２００％ 

防火指定 準防火地域 

日影規制 ３時間／２時間（測定面４ｍ） 

高度地区 第２種高度地区 

（４）その他関連法令 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関連法令、東京都建築安全条例

（昭和２５年東京都条例第８９号）、東久留米市が定める条例・要綱等についても、

十分確認をしてください。 

（５）最寄駅 

西武池袋線「東久留米駅」下車徒歩約１５分 

（６）現地の見学 

貸付予定地は現在柵で囲われており、敷地内へ立ち入ることはできませんが、現

況を確認することはできます。応募に当たっては、事前に予定地周辺の状況等を確

認してください。 

 その際、近隣の住民に迷惑とならないよう配慮し、車や大人数での見学はご遠慮

ください。 

 

５ 貸付条件等 

当該都有地を賃貸借する事業者（以下「借受者」とします。）は、以下の条件により

都と借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する定期借地権設定契約を

締結するものとします。 

（１）貸付期間 

   ５０年 

（２）貸付開始時期 

  借受者の決定後、契約を締結し、貸付けを開始します。ただし、本事業所の建設

に当たって施設整備費の補助を利用する場合には、契約締結の前に補助決定の内示

を受けていることが必要です。 

（３）貸付料 

  都において、土地の評価をした上で、正式な貸付料を決めることになります。 

（４）保証金 
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  貸付料の３０か月分（利息を付さないものとします。） 

  なお、５（11）の規定により、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付

料を基に新たな保証金を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付していただく

ことがあります。 

（５）支払方法 

ア 貸付料 

都が発行する納入通知書により、四半期ごとに支払うものとします。貸付料の

起算日は、契約により定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月の

貸付料は、１月を３０日とする日割り計算によって算出します。 

なお、貸付料の支払いが遅れた場合には、東京都公有財産規則（昭和３９年東

京都規則第９３号）第３８条の２の規定により計算された額の延滞金を徴収しま

す。 

イ 保証金 

都が別途指定する日までに支払うこととします。 

（６）借地権の登記 

  借地権の設定登記はできません。 

（７）用途の指定 

  借受者は当該都有地を障害福祉サービス事業所として使用しなければなりません。 

  なお、都の承諾なく目的外に利用した場合や、第三者に転貸した場合は、借受地

を原状回復の上、返還していただきます。 

（８）施設整備 

  当該都有地で事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置して

ください。 

なお、施設整備費の補助を利用する場合には、別途補助協議が必要になります（「６

整備費補助（予定）について」参照）。 

（９）維持管理 

  施設、設備等の維持管理に係る費用は、借受者が負担することになります。 

（10）土地の返還 

  貸付期間満了のとき、借受者側の理由により賃貸借契約を解除したとき又は都に

より賃貸借契約が解除されたときは、当該都有地を直ちに借受者の負担により施設、

設備等の撤去等を行い、原状に回復させ、返還することになります。 

（11）貸付料の見直し 

 ア 貸付料は、土地の引渡しの日から、原則として３年ごとに都と借受者の協議の

上で、改定できることとします。 

   なお、改定賃料は、賃料改定年の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物

価指数と従前の賃料決定時の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数

とにより算出するものとします。 

 イ アにかかわらず、貸付料が土地価格の変動等により、又は近隣の土地の貸付料

と比較して不相当となった場合、あるいは貸付対象施設に関する補助制度の変更

等の状況の変化があった場合には、都は貸付料を改定することができることとし

ます。 

（12）その他 
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契約の解除その他の事項については、都が定める契約書によります。 

 

６ 整備費補助（予定）について 

（１）障害者通所施設等整備費補助（都補助制度） 

この公募事業は、平成２６年度障害者通所施設等整備費補助の補助協議対象とな

ります。 

ア 補助基準額 

共同生活介護 

区分 補助基準額 

  ３人以下 ４人以上 

施 

設 

整 

備 

延床面積がおおむね ５０㎡未満 ８，０００千円 ８，０００千円 

延床面積がおおむね ７０㎡未満 １１，０００千円 １１，０００千円 

延床面積がおおむね ９０㎡未満 １５，０００千円 １５，０００千円 

延床面積がおおむね１２０㎡未満 １５，０００千円 １９，０００千円 

延床面積がおおむね１２０㎡以上 １５，０００千円 ２４，０００千円 

消防設備 ４，５００千円 

設備整備（備品） １，０００千円※１件１００千円以上 

 

イ 補助金交付額 

 対象経費の実支出額から寄付金等の収入額を控除した額と、上記補助基準額と

を比較して少ない方の額に次の補助率を乗じて得た額（１,０００円未満切捨て） 

社会福祉法人等の場合：８分の７ 

民間企業等の場合  ：２分の１ 

ウ 補助金内示・着工までのスケジュール 

平成２６年１０月下旬  補助協議書提出（借受者のみ） 

※別途補助協議に関する資料の提出を依頼します 

１１月中旬  審査・現地調査 

１２月上旬  補助金内示 

        １２月以降  土地貸付契約締結（着工までに） 

               施設整備事業に関わる入札 

               工事請負契約締結・着工 

（２）その他 

  （１）の補助制度（補助基準額を含む。）については、本公募時点では検討中のも

のであり、確定していません。従って、実際の交付単価を保証するものではありま

せんが、事業計画作成に当たっては、上記単価等を使用してください。 

 

７ 施設整備及び運営に関する基本的事項 

施設の建築、運営に際しては、それぞれ該当する以下の法令等及び条件を遵守して

いただきます。 

なお、施設整備に関する補助制度の利用を予定する場合には、それぞれの補助基準

に合致した計画であることが必要です（「６ 整備費補助（予定）について」参照）。 
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（１）遵守すべき法令等 

※ここに掲げる法令、条例及び関係規定が全てではないのでご注意ください。 

・ 障害者総合支援法 

・ 建築基準法及び関係法令 

・ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）及び関係法令 

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）（平

成１８年法律第９１号） 

・ 東京都障害者障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準に関する条例（平

成２４年東京都条例第１３５号） 

・ 東京都福祉のまちづくり条例（平成８年東京都条例第３３号） 

・ 東京における自然の保護と回復に関する条例（平成１２年東京都条例第２１６号） 

・ 東京都景観条例（平成１８年東京都条例第１３６号） 

・ 東京のしゃれた街並みづくり推進条例（平成１５年東京都条例第３０号） 

・ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（建築物バリアフリー

条例）（平成１５年東京都条例第１５５号） 

・ 東久留米市安全・安心まちづくり条例（平成１７年東久留米市条例第１号） 

・ 東久留米市のみどりに関する条例（昭和４７年東久留米市条例第３４号） 

・ 東久留米市建築協定条例（昭和４８年東久留米市条例第１６号） 

・ 東久留米市下水道条例（昭和４３年東久留米市条例第２４号） 

・その他、建築確認申請に伴い必要な条例等 

・ 施設整備費補助に係る障害者施設等工事請負契約手続き基準 

（２）施設整備に関する条件 

ア 施設建設に当たっては、地域住民に対し十分な説明を行うとともに、誠実に対

応してください。ただし、本公募による借受者として選定されるまでは、都又は

東久留米市が主催する場以外で、個別に地域住民に対する説明や調整等は行わな

いでください。 

イ 東久留米市及び地域の要望を踏まえて施設の設計等を変更していただく場合が

あります。 

ウ 必要に応じて駐車・駐輪スペースを整備してください。 

エ 施工に際しては、各工事の関係者間で必要な調整を十分に行い、的確な施工監

理を行ってください。工事車両の通行に際しても十分な安全対策を講じるととも

に、砂埃や騒音についても近隣への影響を最小限に抑える対策を講じてください。 

（３）運営に関する条件 

ア 基本協定の締結 

借受者決定後、提案された事業を確実に実施していただくために、東久留米市

と借受者との間で基本協定を締結していただきます。 

イ 事業実施期間 

本公募に基づいて整備する施設は、都及び東久留米市がやむを得ないと認める

事情がある場合を除き、貸付期間満了まで継続して事業を実施していただきます。 

ウ 事業所の利用者 

本事業所は、東久留米市民の利用を原則とします。 
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公募要項発表 

代金の支払い・土地の貸付 

事業者説明会 

応募申込書提出期間 

（質疑受付期間） 

質疑回答 

借受申請書類 

提出期間 

審査 

借受者の決定・発表 

補助協議書提出 

賃貸借契約の締結 

【公募・審査の流れ】 

 

平成２６年  ２月１３日（木曜日） 

 

 

 

２月２５日（火曜日） 

 

 

 

３月１１日（火曜日） 

～ ３月１３日（木曜日） 

 

 

 

         ３月 2５日（火曜日） 

 

 

 

４月２3 日（水曜日） 

～ ４月２5 日（金曜日） 

 

 

 

 ～ ７月上旬 

 

 

 

      ～ ８月上旬 

 

 

 

１０月下旬 

 

 

 

       １２月以降 

    （施設整備費補助内示後） 

 

 

Ｐ．８ 

Ｐ．８ 

 

Ｐ．８ 

Ｐ．９ 

 

Ｐ．1２ 

 

 

Ｐ．1２ 
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８ 事業者説明会 

本事業についての説明会を開催します。応募を予定（検討を含む。）している事業者

は、必ず事業者説明会に参加してください。 

（１）日時 

平成２６年２月２５日（火曜日）午後２時から午後４時まで 

（２）会場 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都庁第一本庁舎２５階会議室（予定） 

（３）内容 

ア 公募要項について 

イ その他 

（４）申込方法 

平成２６年２月２４日（月曜日）午後５時までに、別添「参加申込書」（Ｐ．１４

参照）をファクシミリにより送付してください。 

（送信先）東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課生活基盤整備係 

ＦＡＸ：０３（５３８８）１４０７ 

 

９ 応募申込書の提出 

本公募への申込を希望する事業者は、次により応募申込書類を提出してください。 

都にこれらの書類を提出した事業者を応募申込者とします。 

（１）提出書類・日時及び場所 

 

（２）提出部数・綴り方 

正本２部を提出してください。 

提出書類は、ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイト

ル・法人名を記入し、書類名にインデックスを付して提出してください。 

様式等詳細は、Ｐ．１６を参照してください。 

 

１０ 質疑及び回答 

（１）質疑者の資格 

提出書類 提出日時及び場所 

（１）応募申込書 

（２）事業計画者連絡先 

（３）定款 

（４）法人登記簿謄本 

（５）事業者概要 

（６）決算書関係 

 

【詳細は、Ｐ．１７参照】 

 

（１）日時 

平成２６年３月１１日（火曜日）から 

１３日（木曜日）まで 

時間：午前９時３０分から午後５時まで 

※提出に際しては、電話予約の上、来庁願います。 

（２）場所 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都庁第一庁舎２６階中央 

東京都福祉保健局障害者施策推進部 

居住支援課生活基盤整備係  

電話：０３（５３２０）４１５２ 
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応募申込書類を提出した応募申込者とします。 

（２）質疑の方法 

 必要事項及び質疑の内容を別添「質問票」（Ｐ．１５参照）に記載の上、応募申込

書と合わせて提出してください。質問票は、後日ファクシミリにより送付していた

だいてもかまいません。これ以外の方法（電話、訪問等）による質問はご遠慮くだ

さい。 

 なお、質問票は、質問事項１件ごとに作成してください（１通の質問票に複数の

質問事項を記載しないようにしてください。）。 

（３）受付期間及び送付先 

 

（４）回答の方法 

  平成２６年３月２５日（火曜日）を目途に、全ての質疑回答書を全応募申込者に

送付します（質疑を行った方に対する個別回答は行いません。）。 

 質疑回答書は、公募要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものと

します。 

 

１１ 借受申請書類の提出 

応募申込者は、次により借受申請書類を提出してください。 

都にこれらの書類を提出した事業者を応募者とします。所定の期間内に申請書類が

提出されなかった場合には、応募を辞退したものとみなします。 

「１２ 事業運営に関する提案内容」、「１３ 建築についての提案内容」に沿って

提案してください。 

提出締切日以降の計画内容の変更は受け付けません。 

（１）提出書類・日時及び場所 

持参の場合 FAX の場合 

（１）受付期間 

平成２６年３月１１日（火曜日）から 

３月１３日（木曜日）まで 

時間：午前９時３０分から午後５時まで 

※応募申込書とあわせて提出してくだ

さい（詳細は９（１）参照）。 

（１）受付期間 

平成２６年３月１１日（火曜日）から 

３月１３日（木曜日）まで 

※３月１３日２４時までに受信したもの

を有効とします。 

（２）送信先 

東京都福祉保健局障害者施策推進部 

居住支援課生活基盤整備係 

電話 ：０３（５３２０）４１５２ 

ＦＡＸ：０３（５３８８）１４０７ 

提出書類 提出日時及び場所 

（１）借受申請書 

（２）事業計画 

（３）図面等 

（４）詳細計画 

（５）印鑑証明書 

（１）日時 

平成２６年４月２３日（水曜日）から 

４月２５日（金曜日）まで 

時間：午前９時３０分から午後５時まで 

※提出に際しては、電話予約の上、来庁願います。 



 10 

 

（２）書類作成上の留意点 

ア 提出部数・綴り方 

（ア）正本２部 

 ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人

名を記入し、書類名にインデックスを付して提出してください。 

（イ）副本８部 

 ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等

は一切使用しないでください。 

また、副本は、上記（１）の提出書類欄の(２)から(４)までについてのみ作

成してください（詳細は、別途配布する記載要領等を参照）。 

   ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、書類名にインデックスを付して提

出してください。 

イ 追加書類の提出・ヒアリングの実施 

  都及び東久留米市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、又はヒアリ

ングを実施することがあります。 

ウ 著作権の帰属等 

応募申込書類及び借受申請書類等の著作権は、応募申込者及び応募者に帰属し

ます。ただし、都及び東久留米市は、借受者の公表等必要な場合には、応募申込

書類及び借受申請書類等の内容を無償で使用できるものとします。 

 なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

エ 費用の負担 

 本公募に関し必要な費用は、応募申込者及び応募者の負担とします。 

オ 使用言語及び単位 

 提出書類における言語は日本語、単位はメートル法を使用することとします。 

カ 資料の取扱い 

 都及び東久留米市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁

じます。また、この検討の目的の範囲内であっても、都及び東久留米市の了承を

得ることなく、第三者に対して、これを使用させ、又は内容を提示することを禁

じます。 

 

１２ 事業運営に関する提案内容 

応募を希望する事業者は、「７ 施設整備及び運営に関する基本的事項」を参照の上、

以下の項目に従って提案してください。 

（１）運営方針・理念 

本事業所の運営方針・理念を提案してください。 

（６）預金残高証明書 

（７）理事会議事録 等 

 

【詳細は、応募申込者に

別途配付】 

（２）場所 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都庁第一庁舎２６階中央 

東京都福祉保健局障害者施策推進部 

居住支援課生活基盤整備係 

電話：０３（５３２０）４１５２ 
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（２）サービス内容 

 （１）で記述した運営理念を踏まえ、利用者本位の視点に立った具体的なサービス

内容（食事・排せつ等の介護内容、個別支援計画など）について、その考え方及び

具体的なサービス内容とともに、設備なども提案してください。 

（３）利用者 

 契約による利用制度の下で、ア 権利擁護、イ 苦情解決、ウ 事業の透明性の

確保の仕組み等を構築する必要があります。 

 そこで、利用者支援の基本的な考え方、及び次の３点を中心とする具体的な方策

を提案してください。 

ア 選択の支援、権利擁護・・・・契約の適正化の確保、日常生活上の自己決定の

支援、プライバシーの配慮等 

イ 苦情解決の仕組み・・・・・・事業所内での苦情処理等 

ウ 事業の透明性の確保・・・・・情報公開等 

（４）衛生管理 

 既存事業所及び本事業所における、食中毒や感染症対策等の衛生管理に関する考

え方及び具体的な対応策を提案してください。 

（５）事故防止 

 既存事業所及び本事業所における、事故防止に関する考え方及び具体的な対応策

を提案してください。 

（６）家族との連携 

  利用者の家族と連携を図る手段について、具体的に提案してください。 

（７）職員 

ア 職員配置 

本事業所を運営する上での職員体制の考え方や工夫を提案してください。 

イ 管理者 

   本事業所の管理者とサービス管理責任者とする人材について、その資質や経験

及び給与等を提示してください。 

  ウ 職員 

  職員に求める資質・経験・保有資格、経験者と未経験者の比率、常勤・非常勤

の割合、本事業所における職員給与及び職員採用方法等について、現在の東京都

の状況を踏まえた上で、具体的に提案してください。 

  エ 職員のスキルアップ 

職員のスキルアップのために現在行っていること、及び本事業所において行う

具体的な方策を提案してください。 

  オ 職場環境 

   職員がやる気を持って働くことができる環境作りについて、既設事業所での考

え方及び実際に行っていることを記述するとともに、本事業所における考え方及

び具体的な方策を提案してください。 

（８）協力機関等 

バックアップ施設との連携体制及び協力医療機関等との連携体制等を具体的に提

案してください。 

（９）地域住民との連携 
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利用者と地域住民との交流を図る方策、地域社会への貢献及び協力体制を構築す

る方策について具体的に提案してください。 

（10）地域自治体・団体等との連携 

当該地域の福祉事業の実状を十分踏まえた上で、地元自治体、同種事業所・団体

との連携及び協力体制を構築する方策について、具体的に提案してください。 

（11）利用者の費用負担等 

  共同生活介護について、家賃、食費、光熱水費等の利用者１人当たりの実質負担

額を提案してください。 

（12）その他 

   都が指定した様式に従い、収支シミュレーションを作成してください。 

 

１３ 建築についての提案内容 

（１）建築に関する提案 

  ア 設計に関する提案 

（ア）設計に関する提案は、配置図、平面図、立面図等を用いて行ってください。 

（イ）障害福祉サービス事業所の設計に関する基本的な考え方を述べた上で、図面

上に意図や趣旨等を記載してください。 

（ウ）１２で記述した提案内容と設計上の対応関係を、図面に記載してください。 

イ 設計に当たっての留意事項 

（ア）近隣に与える影響を十分配慮してください。 

（イ）緑化について、十分に配慮してください。 

（２）注意事項 

ア 設計に当たっては、法令・条例等に留意し、その定めに従ってください。特に

各種斜線制限には十分注意してください。また、国、都及び東久留米市等から指

導があった場合も同様とします。「建築に関する相談事項と問い合わせ先」（Ｐ．

２４参照）を十分に確認してください。 

イ 防火設備の設置に関する消防署の指導を遵守してください。 

 

１４ 借受者の決定方法 

（１）借受者の決定方法 

  土地の借受者は、東久留米市長からの意見に基づき、都有地等利用事業者選定審

査会の審査により東京都福祉保健局長が決定します。 

 なお、審査の結果、借受者なしとする場合があります。 

 また、借受者が事業の実施が困難となった場合は、再度審査会を開き、改めて借

受者の選定を行う場合があります。 

（２）審査基準 

 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に関する利用事業者審査基準（Ｐ．

３７）のとおりです。 

（３）審査結果の通知 

審査の結果は平成２６年８月上旬、文書で通知します。 

（４）借受予定者の公表 

  応募の状況、借受者として決定した事業者名及びその提案内容の概要については、
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東京都公式ホームページで公表します。 

   原則として、借受者以外の応募申込者名、応募内容等は公表いたしません。 
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送付先 東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課生活基盤整備係 

 

ＦＡＸ ０３－５３８８－１４０７ 

 

※送信票は必要ありません。このまま送付してください。 

 

 

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業事業者説明会・参加申込書 

東久留米市中央町二丁目（障害） 

 

 

法人名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

 

参加者氏名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

  

 

  

 

会場の都合により、３名までとしますのでご協力お願いします。 

なお、設計、建築、コンサル会社関係者のみの出席は不可です。 

連絡先住所  

 

連絡先電話  

 

担当者 

職名・氏名 
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東京都福祉保健局障害者施策推進部居住支援課生活基盤整備係 行き 

ＦＡＸ：０３（５３８８）１４０７ 

電 話：０３（５３２０）４１５２ 

 

＜質問票＞ 

東久留米市中央町二丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業 公募要項 

 

法人名  

電話番号  

担当者  

 

 

※ 質問事項１件ごとに記入してください。 

 

質問事項 

（公募要項  ページ  行目） 

 

 

 

 

内容 
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様式類（応募申込書類） 

 

提出書類 記入上の注意 

（１）応募申込書 所定の様式・・・別紙【様式１】 

（２）事業計画者連絡先 所定の様式・・・別紙【様式２】 

（３）定款 最新のもの 

（４）法人登記簿謄本 
全部事項証明。応募申込前３か月以内に発行され

たもの 

（５）事業者概要 ○ 法人の事業経歴・・・別紙【様式３】 

○ 役員名簿・・・・・・別紙【様式４】 

○ 法人の基本的な事項に関する資料 

・法人の概要・沿革（パンフレット可） 

・・・・・様式自由 

・法人運営に関する基本的な考え方・理念 

・・・・・別紙【様式 5】 

・現在、実施している全ての施設に関する資料 

（特色及び事業概要等、パンフレット可） 

・・・・・様式自由 

○ 所轄庁の指導検査における直近の指摘文書及

び改善報告書一式 

（６）決算書関係 平成２２～２４年度の決算書類 

財産目録、貸借対照表及び収支計算書 

※目次に見出しを付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

【様式１】 

平成  年  月  日 

東京都福祉保健局長 殿 

 

 （事務所の所在地） 

 （法人名） 

 （理事長名）      印 

 

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業（東久留米市中央町二丁目）に係る応

募申し込み書類の提出について 

 

 このことについて、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業事業者公募要項の

趣旨を踏まえ、下記のとおり応募します。 

 

記 

 

１ 法人名 

 

２ 提出書類 

（１）事業計画者連絡先 

（２）定款 

（３）法人登記簿謄本 

（４）事業者概要 

（５）決算書関係 
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【様式２】 

 

事業計画者連絡先 

 

フリガナ  

法人名 

 

連絡先 

フリガナ  

担当者 
 

住所 

〒 

 

 

電話 
 

ＦＡＸ 
 

 

※ 担当者名は、事務的な連絡に対応できる方を複数名記入してください。 
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【様式３】 

法人の事業経歴 

 

年月 経歴 

  

【記入方法】 

・法人設立から現在に至るまでの沿革について、時系列で記入してください。 

・事業内容についても、具体的に記入してください。 

・整備予定の施設についても記入してください。特に、今回の公募に係る計画以外に今

後整備を予定している場合には必ず記入してください。 
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【様式３】                          （記入例） 

法人の事業経歴 

 

年月 経歴 

 

平成○○年○○月 

 

平成○○年○○月 

 

 

 

 

平成○○年○○月 

 

 

平成○○年○○月予定 

（○○年～○○年整

備） 

 

 

社会福祉法人□□□□会設立 

 

知的障害者通所授産施設○○苑開設（××県××市） 

・定員○○人 

（平成○年○月、障害福祉サービス事業所（就労継続支援Ｂ型）

へ移行済） 

 

障害福祉サービス事業所△△園開設（東京都××区） 

・定員：自立訓練○○人、就労移行支援○○人 

 

障害福祉サービス事業所◇◇園開設（東京都××区） 

・定員：生活介護○○人 

【記入方法】 

・法人設立から現在に至るまでの沿革について、時系列で記入してください。 

・事業内容についても、具体的に記入してください。 

・ 整備予定の施設についても記入してください。特に、今回の公募に係る計画以外に今

後整備を予定している場合には必ず記入してください。 
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【様式４】 

役員名簿 

氏名（役職名） 他法人役員等兼務 備考 
代表者 無 有  

【代表者略歴】 

理事・役員 無 有  

理事・役員 無 有  

理事・役員 無 有  

理事・役員 無 有  

理事・役員 無 有  

理事・役員 無 有  

理事・施設長 無 有  

施設長資格 

有 無【取得計画（       ）】 
評議員 無 有  

評議員 無 有  

監事 無 有  

監事 無 有  

すべての役員・評議員の氏名・役職名を記入してください。法人の状況により加除・修

正してください。 

他の法人の役員を兼任している場合は、「他法人役員等兼務」欄の有に○を付し、備考欄

に法人名・役職名を記入してください（計画中のものを含め、複数の場合はすべて記入）。 

職歴等に、建設会社等との関連がある場合は、その状況を備考欄に記入してください。
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【様式５】 

法人運営に関する基本的な考え方・理念 

項   目 内    容 

１ 設立の目的・趣旨  

２ 法人の経営・運営 

に関する理念 

 

３ 理念を具体化す

るための方策（実施し

ていること） 

 

４ その他  
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建築に関する相談事項と問い合せ先（東久留米市役所） 

課・局  係  
電話番号 

庁舎  
主な担当業務  

関係委員会・団

体・施設  

都市計画課 

計画調整担当 
４７０－７７６２ 

本庁舎５階 

都市計画（基本計画）の企画及び調整、計画決

定等（縦覧）、都市計画審議会、都市計画マスタ

ープラン、都営住宅等の募集 

  

土地利用計画担

当 

４７０－７７８２ 

本庁舎５階 

市街地開発事業、土地区画整理事業、建築協定

及び地区計画、生産緑地、住居表示（街区符号）

の変更、公的住宅（高齢者福祉住宅を除く）、都

営住宅・公社住宅の建替え 

  

街路交通計画係 
４７０－７７６８ 

本庁舎５階 

都市計画道路の計画・総合調整、都施行の道路

整備にかかわる調整、交通災害共済（ちょこっと

共済）の事務、交通安全教育・交通安全運動の

推進、地域公共交通（コミュニティバスなど）の調

査・検討、自転車等駐車場の付置義務の指導 

交通安全協会 

住宅開発指導係 
４７０－７７８２ 

本庁舎５階 

宅地開発、宅地分割、中高層建築物、位置指定

道路、電波障害、宅地造成等規制法の指定地域

調査、マンション管理適正化法 

  

用地係 
４７０－７７６８ 

本庁舎５階 

用地の取得及び登記、地価公示図書の閲覧、東

久留米市土地開発公社との連絡調整、都市計画

事業及び法定外公共物に係る普通財産の処分、

国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関

する法律 

  

施設管理課 

管財担当 
４７０－７７６６ 

本庁舎５階 

道路の認定・廃止・変更、道路・水路等の境界確

定・国有財産事務（法定外・法定公共物）、道路

台帳・橋りょう台帳の管理、私道の寄付受領 

  

管理調整担当 
４７０－７７６４ 

本庁舎５階 

道路占用許可・道路占用料、公共物（水路等）の

占用許可・占用料、屋外広告物、河川総合治水、

放置自転車・自動車対策、自転車等駐車場運営 

都北多摩北部

建設事務所、都

多摩建築指導

事務所 

道路・河川施設

担当 

４７０－７７６７ 

本庁舎５階 

道路・橋りょう・道路付属物の維持管理、道路・橋

りょう・河川の維持補修計画、駅周辺管理、交通

安全施設管理、防犯灯管理、防犯灯維持管理費

補助 

  

http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
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土木工事係 
４７０－７７５５ 

本庁舎５階 

道路事業の計画立案・調査、交通安全施設、道

路・橋りょう・河川・下水道・公園・道路附属物の

設計・監督、私道の整備に関する事業の審査・決

定 

  

建築営繕係 
４７０－７７５６ 

本庁舎５階 

市の建築物の建築及び設備に関する設計・監

督、東京都福祉のまちづくり条例に関する審査 

被災建築物応

急危険度判定

連絡会 

下水道計画係 
４７０－７７５８ 

本庁舎５階 

下水道事業の計画・経営、下水道使用料、下水

道事業の許可・変更、起債、国・都補助金、流域

下水道・関係団体との協議・連絡・調整 

  

下水道施設係 
４７０－７７５９ 

本庁舎５階 

下水道工事、開発行為・道路位置指定の公共下

水道に関する調整指導、公共下水道の供用開

始、公共下水道本管接続許可、水洗化の普及促

進、公共ます・取出管設置工事、管路施設の維

持管理、公共下水道台帳 

下水道指定工

事店 

 

電話番号の市外局番は０４２です。 

 

http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/sisetu/chousha/chosha.html

